
 

 

 

 

 

 
令和8年度 

なはし社会地域課題解決型起業支援事業に係る公募型プロ

ポーザル募集要領 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和8年2月 

那覇市 経済観光部 商工農水課 

本公募は、本市の令和8年度那覇市一般会計当初予算の成立および沖縄振興特別

推進交付金の交付決定を前提とした年度開始前の事前準備行為であり、予算成立決

定後および国の交付決定後に効力を生じるものです。市議会において予算案が否決

された場合、又は本事業に係る国の交付決定がなされなかった場合もしくは交付決

定額に変更があった場合は、契約を締結しない又は契約額を変更することがありま

すので、予めご了承ください。 

 

〇問い合わせ先 

〒900-8585 那覇市泉崎1-1-1 ６F 

那覇市経済観光部商工農水課 産業政策G 

電話：098-951-3212 

FAX：098-951-3213 

メールアドレス：K-SYOU001@city.naha.lg.jp 
※@の前の「K-SYOU」は英字、「001」は数字。 

mailto:K-SYOU001@city.naha.lg.jp
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１ 募集概要 

（１） 事業の名称 

令和 8年度 なはし社会地域課題解決型起業支援事業 

（２）業務の目的 

本市が抱える地域課題の解決を目的とした起業及び新規事業を行うものに対し

て、費用の一部を補助及び専門家等の派遣等を行い、スタートアップ企業等の創

出及び成長の後押しをし、地域課題の解決を図りつつ、市内産業・経済のさらな

る活性化を図ることを目的とする。 

（３）業務内容  

別紙「令和8年度なはし社会地域課題解決型起業支援事業に係る業務委託仕様

書」のとおり  

（４）履行期間  

契約締結日から令和9年3月26日（金曜日）までとする。 

  

２ 企画提案上限額 

8,000,000円（消費税及び地方消費税を含む） ※補助金額5,000,000円を除く。 

 

３ 形式 

   本件は、公募型プロポーザル方式により優先交渉権者を決定するものとする。 

 

４ 参加資格要件 

（１） 参加資格要件  

提案事業者は、以下の要件を全て満たす者とする。  

ア 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当しない

者であること。  

イ 租税の滞納がないこと。 

ウ 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更正手続き開始の申立て、 

及び民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく更正手続き開始の申立てを

していない者であること。  

エ 公募開始日から契約締結日までの期間において、本市の指名停止措置を受

けていないこと。 

オ 経営内容や実績等から本事業の履行に支障なく、業務を遂行するに相応し

い技量を備えていること｡ 

カ 参加しようとする法人及びその役員並びに個人が、暴力団員による不当な

行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条、及び那覇市暴力団

排除条例（平成24年条例1号）第2条に規定する暴力団又は暴力団員、反社会

的勢力並びにそれらの利益となる活動を行なうものでないこと。那覇市が警

察署等に照会することについて承諾できること。 

キ 役員に破産者及び禁固以上の刑に処せられている者がいないこと。 

ク 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者で
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はないこと。 

ケ 関係法令を遵守すること。 

コ 公序良俗に反しないこと。 

サ 沖縄県内に本社、若しくは支店又は営業所を有する者であること。 

（２）協力連携事業者要件 

本業務を提案するにあたり、業務遂行の円滑かつ安定性、安全性を確保するため、

提案事業者の他に協力できる事業者と連携を行うことができる。ただし、協力連携

事業者は、本事業の提案者となること及び他の提案者の協力連携業者となることは

認められない。 

なお、協力連携事業者は、「4（1）参加資格要件」記載のア～コまでの要件を全て

満たすこと。  

（３）共同企業体要件 

共同企業体として応募する場合は、代表構成員は「4（1）参加資格要件」記載の

ア～サまでの要件を、その他の構成員はア～コまでの要件をすべて満たすこと。 

※4社以上で共同企業体を構成する際には事務局へご連絡ください。 

 

５ 候補者決定方法 

候補者決定までの流れは次のとおりとする。 

(１) 企画提案書等の受理。 

（２）書類審査及びプレゼンテーションを実施し、参加資格を有する者の中から最

も評価の高い者を優先交渉権者に選定する。 

（３）優先交渉権者と契約に向けた協議を行い、協議が整った場合、契約を締結す

る。協議が整わなかった場合は、次点者との協議に移るものとする。 

 

６ スケジュール（予定） 

1 
公募（公募開始、募集要領・仕様書等

の公開） 
令和8年2月9日（月曜日） 

2 質問書受付期間 
令和8年2月9日（月曜日）から  

令和8年2月24日（火曜日）正午まで 

3 質問書に対する本市回答期限 令和8年2月27日（金曜日）  

4 参加表明兼誓約書提出期限 令和8年3月10日（火曜日）17時まで 

5 応募申請書提案書等提出期限 令和8年3月16日（月曜日）正午まで 

6 提案審査（プレゼンテーション）実施 令和8年3月19日（木曜日） 

7 審査結果通知（予定） 令和8年4月上旬 

8 契約締結（予定） 令和8年4月上旬 
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７ 応募の手続き等 

（１）質問受付及び回答 

質問がある場合は、様式8「質問書」に質問事項を記入し、電子メールで提出する

こと。件名を「なはし社会地域課題解決型起業支援事業に関する質問」とするこ

と。なお、電話での質問は受け付けない。 

①提出期限：令和8年2月24日（火曜日）正午 

②宛 先 ：K-SYOU001@city.naha.lg.jp 

※@の前の「K-SYOU」は英字、「001」は数字。 

  ③回答方法：令和8年2月27日(金曜日）までに本市公式ホームページに掲載する。 

 

（２）参加表明書兼誓約書の提出 

  参加希望者は、参加表明書兼誓約書（様式1）を提出すること。なお、提案参加

届出書の提出を行わないものの提案は受け付けない。また誓約に反した（提案事

業者参加資格要件を満たしていない）事実を確認した場合は、企画提案の参加を

認めない。 

① 提出期限：令和8年3月10日（火曜日）17時 

② 提出方法：電子メール（直接商工農水課窓口へ持参することも可とする。） 

※電子メールにて提出の場合は、様式１をPDF化したうえで、件名を「参加表明書

兼誓約書（なはし社会地域課題解決型起業支援事業）」とし、以下の宛先まで

送付すること。 

K-SYOU001@city.naha.lg.jp（@の前の「K-SYOU」は英字、「001」は数字。） 

 

（３）企画提案書等の提出 

   企画提案に参加する者（参加表明書兼誓約書を提出したものに限る。）は、別

紙｢令和8年度なはし社会地域課題解決型起業支援事業に係る業務委託仕様書｣に基

づき作成し、以下の書類を提出すること。 

①  提出書類 

ア 企画提案提出書（様式2） 

イ 提案書（様式3） ※独自様式で作成することも可 

ウ 見積書（様式4） 

エ 見積明細書（様式4－1） 

オ 会社概要(様式5) 

カ 業務実績調書(様式6) 

キ 定款又は寄付行為 

ク 登記事項証明書（履歴事項全部証明書） 

ケ 直近の市税の完納（滞納が無いこと)を証明する書類 

コ 協力連携事業者届出書(様式7) ※協力連携事業者がいる場合のみ 

※協力連携予定事業者においては、オ、カ、キ、ク、ケを必要とする。 

サ 共同企業体協定書（参考様式）※共同企業体事業者がいる場合のみ 

※構成予定事業者においては、オ、カ、キ、ク、ケを必要とする。 

mailto:K-SYOU001@city.naha.lg.jp
mailto:K-SYOU001@city.naha.lg.jp
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②  形式 

ア 提案書は表紙、各種様式を除いて15頁以内とする。(独自様式の場合も同様) 

イ 各書類は、押印箇所全てに代表者印を押印した上で、上記（3）①ア～サの

順でA4フラットファイルに編綴し、書類毎にタブを貼付すること。 

ウ 正本 1 部、副本 1 部の計 2 部と、正本の PDF データ(CD、DVD-ROM 等。USB 不

可。)を提出すること。ファイル表面には、事業社名・タイトル等の記載・貼り

付けは行わないこと。なお、副本は正本のコピーで構わない。 

エ カタログ等がある場合は、企画提案書とは別にバインダー等に綴じ1部を提

出すること。提案内容を説明する重要事項は、企画提案書にその旨記述する

こと。 

③ 提出について 

   ア 提出先 ：那覇市役所  商工農水課 産業政策Ｇ  

（〒900-8585 那覇市泉崎1丁目1番1号 那覇市役所本庁舎6階） 

※受付は9時～17時（12時～13時は除く）。 

※閉庁日（土日、祝日）は受付不可。 

イ 提出方法：直接商工農水課窓口へ持参又は書類郵送 

※電子メール又はFAXによるものは受け付けない。 

ウ 提出期限：令和8年3月16日（月曜日）正午 ※必着（書類郵送も含む） 

          ※提出期限を過ぎた企画提案書は受け付けない。 

 

（４）参加の辞退 

   参加表明書兼誓約書の提出後、参加の辞退を行う場合は、提案辞退届（様式

9）により申し出ること。 

   

８ 提案審査に関する事項 

（１）審査方法及び区分 

① 審査方法：審査は、書類審査及びプレゼンテーションにより選定するものと

し、提案審査評価は、経済観光部所管事業審査委員会(以下、｢委員会｣とい

う。)が行う。 

② 審査区分及び配点 

審査区分 審査評価方法 配点 

企画審査 書類審査及び提案者によるプレゼンテーションを元

に、審査及び評価を行う。 

125 点 

価格審査 見積額の評価を行う。 5点 

計 130点 

 

（２）提案審査の概要 

審査の評価項目は次の表のとおりとする。 

なお、応募者が多い場合は事前に一次書類審査を行い、プレゼンテーション審査
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の対象を絞る場合がある。プレゼンテーション審査の開始時間等については、応募

者に別途通知する。 

＜評価項目及び評価内容＞ 

評価項目 評価内容 

(1)業務実績及び本事業に対す

る理解 

・本事業を遂行するにあたり、十分な実績を

有しているか。 

・事業の目的・趣旨の理解度 

(2)事業化支援業務-①補助金交

付に係る補助について 

・補助金の募集における効果的な周知方法 

・補助金の受付対応体制及び方法 

・適切な評価・コメント等を行う候補者が示

されているか。 

・審査会運営方法 

・補助金採択者に対する経理状況の管理・指

導等の支援体制及び方法 

(3)事業化支援業務-②専門家や

実績を有するスタートアップ起

業家等による相談支援及びセミ

ナー・講座等の開催について 

・効果的な支援になりうる専門家等候補が示

されているか。 

・相談支援の体制及び方法 

・セミナー・講座等の内容及び運営方法 

(4)事業化支援業務-③広報・周

知の支援について 

ピッチイベントの内容及び運営方法 

(5)事業化支援業務-④追跡調査 ・追跡調査の体制及び方法 

(6) 事務管理及び事務体制につ

いて 

・業務責任者、コーディネーター等の知識、経

験、実績及び役割分担 

・業務スケジュールおよび業務 

(7)総合評価(自主提案内容を含

む) 

企画提案の内容を踏まえた総合的な評価 

(8)価格審査 見積額の評価 

 

（３）プレゼンテーション日時及び場所(予定) 

     日時：令和8年3月19日（木曜日) ※時間は別途通知 

    場所：那覇市泉崎１-１-１ 那覇市役所本庁5階 庁議室 

  ①プレゼンテーションの実施順番は原則応募受付順番とし、応募者へ事前に連

絡する。 

②１者あたりのプレゼンテーション時間15分、質疑応答10分の計25分程度とす

る。 

  ③プレゼンテーションの内容は、提出された提案書に基づき補足して行うもの

で、当日の内容変更及び資料の追加は認められない。 

  ④プロジェクタ、スクリーンを用いる場合は事務局で準備するが、PC等その他

プレゼンテーションに必要となる物は提案者自身が持参すること。 
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⑤那覇市役所本庁舎駐車場を利用する際は、提案者にて料金を負担すること。 

（４）評価の前提 

提案見積額が事業費上限額を超えている場合や、提案履行内容に合理性がなく

著しく業務仕様と離れている場合は、評価対象外とする。 

（５）審査結果の通知及び公表 

委員会にて優先交渉権者及び次点交渉権者を選定後、全応募者あてに通知す

る。また、本市ホームページにおいて、優先交渉権者名を公開する。優先交渉権

者及び次点者名以外の者に関する情報は公開しないものとする。審査委員会にお

ける審査内容については、那覇市情報公開条例に基づき対応するものとする。 

 

９ 欠格事項 

（１）提案に参加する資格がない者が提案したとき。 

（２）同一の応募者が複数の提案をしたとき。なお、複数の応募者に同一の協力連

携事業者が含まれる場合も同様とする。 

（３）書類等に虚偽の記載がある提案。 

（４）誤字または脱字等により意思表示が不明確な提案。 

(５) 所定の日時及び場所に提案書等を提出しないとき。 

（６）その他、本事業に関する条件に違反したとき。 

 

１０ 契約締結に向けての協議 

（１）企画提案の確定について 

ア 8（4）にて優先交渉権者が特定された後、当市は、契約締結に向けて優先

交渉権者と協議を行うが、優先交渉権者の選定をもって優先交渉権者の企画

提案書等に記載された全内容を承認するものではない。 

イ 協議に置いて、必要な範囲内において企画提案書の項目の追加、変更及び

削除（以下「追加等」という。）を行った上で、本契約の仕様に反映させる

ことができる。ただし、追加等を行う場合は、審査結果に影響を与えない範

囲で行う。 

（２）協議の成立 

ア 優先交渉権者との協議が成立した場合は、契約の締結を進める。 

イ 優先交渉権者との協議が成立しない場合は、次点者と順次、協議を開始す

る。 

ウ 協議が成立したものを以下「受託候補者」という。 

（３）見積書の徴取について 

ア 企画提案書の項目に追加等を行った場合は、受託候補者との協議を踏まえ

仕様書を改めて作成し、見積書を改めて徴取する。 

イ 見積金額は、原則として企画提案時に提出した見積上限額を超えないこと

とする。ただし、協議時に企画提案書の項目に追加等があった場合はこの限

りではない。 
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１１ 契約に関する基本事項 

（１）契約期間 

契約締結日から令和9年3月26日（金曜日）まで 

（２）契約締結にあたっての主な留意事項 

ア 本事業は、沖縄振興特別推進市町村交付金事業となることから、受託経費

の使途については、その根拠となる証拠証憑を整理し、本事業の終了日の属

する年度の翌年度から5年間保存すること。 

イ 本事業の再委託については、本市の承認を要件とする。 

ウ 契約保証金は那覇市契約規則第30条第1項第9号の規定により免除する。  

 

１２ その他留意事項 

（１）本公募は、本市の令和8年度那覇市一般会計当初予算の成立および沖縄振興特

別推進交付金の交付決定を前提とした年度開始前の事前準備行為であり、予算

成立決定後および国の交付決定後に効力を生じるものである。市議会において

予算案が否決された場合、又は本事業に係る国の交付決定がなされなかった場

合もしくは交付決定額に変更があった場合は、契約を締結しない又は契約額を

変更することがある。また、実施しないことにより応募者又は受託候補者に損

害が生じた場合であっても、本市はその損害の一切を負わない。 

（２）企画提案のための費用等は、すべて企画提案者の負担とする。  

（３）提出された企画提案書等は返却しない。  

（４）提案に使用する言語は日本語とする。 

（５）企画提案書委関連する事項については後日、ヒアリングを行うことがある。 

（６）企画提案書等に含まれる著作物の著作権は、企画提案者に帰属する。ただ

し、市が事業者選定の手続きにおいて必要があるときは、提出された企画提案書

等の全部又は一部を複製等する場合がある。 

（７）提出書類の内容に含まれる著作権、特許権その他国内法令に基づいて保護さ

れる第三者の権利の対象となっている手法を用いた結果、生じた事象にかかる

責任は、すべて企画提案者が負うものとする。  

（８）応募者１者につき、参加申込及び提案は１つとする。  

（９）企画提案書等提出後、本市の判断により補足資料の提出を求めることがあ

る。 

（10）審査方法・スケジュール等に変更が生じた場合は、本市ホームページ等で周

知するため、確認すること。 

（11）本要領に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、協議により定める。 

（12）本業務の募集にあたり、募集要領及び仕様書等の変更がある場合には本市ホ

ームページ等で周知するため、確認すること。 

 

 

 


